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講義内容

１ 最近の保健・医療・福祉の動向

（１）保健師活動指針の活用

（２）地方公共団体における保健師の状況

（３）保健師人材育成体制の構築の推進

２ 兵庫県における保健施策について

（１）兵庫県の地域保健体制について

（２）母子保健対策

（３）健康づくり

（４）精神保健対策

（５）感染症対策

（６）難病保健対策

（７）認知症対策

（８）災害時における保健活動
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１ 最近の保健・医療・福祉の動向
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（１）保健師活動指針の活用

4
令和５年度保健師中央会議 R5.8.4 厚生労働省資料
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（１）保健師活動指針の活用
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（２）地方公共団体における保健師の状況

令和７年度 保健師中央会議「地域における保健活動の推進に向けて」 R7.8.29 厚生労働省資料
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（３）保健師人材育成体制の構築の推進

8
令和６年度保健師中央会議 R6.8.9 厚生労働省資料



（３）保健師人材育成体制の構築の推進
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＞兵庫県保健師の研修体系
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＞保健師現任教育体系による保健師現任教育（県実施）
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ア 新任期保健師研修

対象：新任保健師（採用後3年未満の県・市町保健師（非常勤含む））

内容：1年目 家庭訪問を通した個別支援

2年目 個別から地域全体の健康課題を抽出し、事業計画の立案

3年目 2年目に立案した事業計画の実践、ＰＤＣＡの展開

イ プリセプター研修

対象：新任期保健師を指導している県及び市町保健師

保健所役付専門員・現任教育担当者

内容：保健師現任教育計画評価・見直し

プリセプターの役割等に関する研修

ウ 新任期保健師の県・市町保健師相互体験研修

対象：新任期保健師（採用後3年未満の保健師）

内容：市町保健師は県の業務、県保健師は市町の業務を相互に体験する

主なものを抜粋



＞保健師現任教育体系による保健師現任教育（県実施）
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エ 新任期保健師へのトレーナー保健師派遣

対象：新任期保健師（採用後3年未満の保健師）

内容：家庭訪問指導、保健師としての基本的技術及び姿勢の習得（7回程度）

オ ＰＤＣＡサイクルの展開を用いた保健師活動研修会

対象：県及び市町保健師

内容：ＰＤＣＡを用いて地域診断から保健師活動の実施、評価まで、一連の

展開についての実践型研修会

助言者：国立保健医療科学院「公衆衛生看護管理者研修(実務管理)」修了者

カ その他

プリセプター研修、地域ケアの総合調整研修、リーダー期保健師研修、

    統括期保健師研修、災害時保健活動研修会

コミュニケーションの取り方が参考になった

対象者の生活背景に目を向けること、対象者
の価値観を大切にすることに気づいた



兵庫県の保健師人材育成の拠点
としてR3.4.1に兵庫県委託事業
として神戸市看護大学内に設置

兵庫県保健師
キャリア支援センター
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＞兵庫県保健師キャリア支援センター



２ 兵庫県における保健施策について
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一般病院及び療養病床の整備を図るべき地域的単位

県健康福祉事務所（１２）

政令・中核市保健所（５）

兵庫県保健医療計画

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/keikaku2018.html

兵庫県の姿
圏 域 保健所 管轄市町

神 戸 神戸市

阪 神

（阪神南）

西宮市、尼崎市

芦屋 芦屋市

（阪神北） 宝塚 宝塚市、三田市、

伊丹 伊丹市、川西市、猪名川町

東播磨 加古川 加古川市、稲美町、播磨町、高砂市

明石市

北播磨 加東 加東市、三木市、小野市、西脇市、

加西市、多可町

播磨姫路

（中播磨）

姫路市

中播磨 福崎町、市川町、神河町

（西播磨） 龍野 たつの市、宍粟市、太子町、佐用町

赤穂 赤穂市、相生市、上郡町

但 馬 豊岡 豊岡市、香美町、新温泉町

朝来 朝来市、養父市

丹 波 丹波 丹波市、丹波篠山市

淡 路 洲本 洲本市、淡路市、南あわじ市

２次保健医療圏域（８）



市町と都道府県の保健師のちがい
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住民に身近なサービスを提供 広域的・専門的サービスを提供

【保健センター】
母子、成人、高齢者等に対して健診、
健康相談、健康教育、訪問など

【市役所】
健康づくり・自殺・高齢福祉・介護保
険計画・予防接種・障害福祉等の市町
村計画策定、障害福祉サービス・介護
保険サービス調整など

【保健所】
精神保健福祉、難病対策、感染症対応、
地域の保健医療協議会の開催など

【県庁】
健康づくり・自殺・高齢福祉・障害福
祉に関わる都道府県計画の策定、保健
師育成研修の実施、全県で進める健康
づくり事業の実施・普及啓発など

市町村 都道府県

主な配属場所は上のような感じです。
配属される施設の違いと、その施設はどんな業務をしているのかをイメージする
と、市町村と都道府県の保健師の仕事の違いがわかってくると思います！



保健所 市町保健センター

設置主体
都道府県、指定都市、中核市、
地域保健法で定める政令市、特
別区

市町村

役割
地域における公衆衛生の向上、
増進を図る中心的機関

地域住民に身近な対人保健
サービス（母子保健、成人保
健等）を総合的に行う拠点

所長
一定の基準を満たした医師
（例外規定あり）

医師である必要はない

配置される専門
職

医師、歯科医師、獣医師、保健
師、診療放射線技師、臨床検査
技師、薬剤師、管理栄養士、精
神保健福祉相談員など

保健師、看護師、理学療法士、
作業療法士、歯科衛生士、管理
栄養士など

業務内容

・疾病予防、健康増進、栄養改
善、食品衛生、健康危機管理
・広域的、専門的な対人サービ
ス（感染症、難病、精神保健等）
・医事、薬事、人口動態統計
・市町村への技術的支援 など

・乳幼児健診、予防接種
・健康相談、健康教育、健康
診査、訪問指導、機能訓練
・各種市町村計画への参画など

公衆衛生看護学第2版（2016年12月発行）
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保健所と市町保健センター



兵庫県内の保健師設置数推移
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R7年度兵庫県下の行政保健師数（常勤保健師数）は1,464人
内訳は、県185人（12.6％）、市町608人（41.5％）、保健所設置市671人（ 45.8％）

※「令和7年度保健師活動領域調査」より。令和7年５月１日時点。



（１）兵庫県の地域保健体制について
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（２）母子保健対策
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★ 母子健康手帳の交付・面接相談
★ 妊産婦に対する家庭訪問
★ 産前・産後サポート事業、

産後ケア事業
★ 新生児訪問・未熟児訪問

乳児家庭全戸訪問
★ 乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診

1か月児健診・5歳児健診
★ 育児相談・健診フォローアップ教室
★ 母親学級・両親教室・離乳食教室
★ 予防接種
★ 養育支援ネット
★ 妊婦健診・産婦健診・新生児聴覚

検査の公費負担
★ その他

市町で行われている主な母子保健事業

★養育支援ネット推進会議
★妊娠・出産包括支援連絡会議
★女性の生涯すこやか支援事業
★市町に対する支援

虐待、ＤＶ、障害児事例、
困難ケースへの支援、
ケース検討会への参加 等

健康福祉事務所で
行われている

主な母子保健事業

★市町事業の推進
・妊婦健診、産後ケア事業等の集合契約
・市町の母子保健事業実施状況の
とりまとめを還元

★都道府県事業の実施
・予期せぬ妊娠ＳＯＳ相談事業（神戸市）
・新生児ﾏｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査に関する実証事業
・ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症調査研究事業
・不妊治療の支援（ﾌﾟﾚｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝｹｱの推進）

★専門家会議の実施 等

県で行われている
主な母子保健事業



（３）健康づくり
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（４）精神保健対策
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精神保健福祉における行政の役割

市町

①正しい知識の普及のための広報
活動等

②障害福祉サービス利用に関する
相談、助言

③上記の斡旋、調整、利用の要請

④地域生活支援事業の実施

⑤精神障害者保健福祉手帳の申請
受理

⑥自立支援医療（精神通院医療）
の申請受理

⑦市民後見人等の人材育成等

⑧意思疎通支援を行うものの養成

県健康福祉事務所

①企画調整

②普及啓発・研修

③組織育成

④相談・訪問

⑤社会復帰及び自立と社会参加への
支援

⑥精神保健診察、移送、措置入院に
かかる対応

⑦精神科病院実地指導（院内での虐
待に係る対応含む） 、入院患者実
地審査

⑧市町への協力及び連携



（５）感染症対策
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（感染症法）の概要

平成10年法律第114号（平成15年・18年・20年・26年・令和3年・4年に一部改正）

※ 上記のほか、結核対策、感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置、
特定病原体等の所持等に係る規制、感染症及び病原体等に関する調査研究（第９〜12章）



（６）難病保健対策
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兵庫県の難病対策事業体系

(1)難病医療費助成

(2)在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護治療研究事業

１ 医療費等の自己負担の軽減

(1)難病患者等保健指導事業

(2)患者会支援

(3)難病相談事業

(4)難病専門研修

(5)指定難病要支援者証明事業

２ 地域における保健医療福祉の充実・連携

(1)難病医療ネットワーク支援事業

(2)移行期医療支援体制整備事業

(3)難病の医療に関する調査及び研究の推進

３ 医療体制の整備



（７）認知症対策
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兵庫県認知症施策推進計画の概要
（兵庫県老人福祉計画（第９期介護保険事業支援計画）)

国の「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知

症の人やその家族の視点に立った総合的な取組を推進



（８）災害時における保健活動
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